
水俣市コミュニティバス運行状況可視化システム導入事業委託仕様書 

 

１．目的 

本システムの導入により、利用実態をデータとして把握し、将来的な路線再

編、ダイヤの見直し、利用促進施策など、公共交通施策の検討に活用することを

主な目的とする。 

さらに、地域公共交通協議会等への説明資料及び各種交通施策検討資料として

活用可能な帳票出力機能を備え、施策実施前後の比較分析や利用傾向分析を効率

的に実施できる環境を構築することを目的とする。 

また、車両の現在位置等をリアルタイムに把握することで、利用者からの問い

合わせ対応や運行状況確認の円滑化を図るものである。 

 

２．委託期間 

・水俣市コミュニティバス運行状況可視化システム導入業務 

   契約締結日から令和９年３月３１日まで 

・水俣市コミュニティバス運行状況可視化システム運用保守業務 

導入完了日から令和９年３月３１日まで 

 

３．対象となる車両機器と運行概要 

（１）車両及び音声合成装置、導入済みのバスロケーションシステム、ＧＴＦＳ 

の有無 

    車名： 日野：ポンチョ：ＳＫＧ－ＨＸ９ＪＬＢＥ、ＢＤＧ－ＨＸ６ＪＬＡＥ、 

             ：ＢＤＧ－ＨＸ６ＪＬＡＥ（２台） 

      ：日野：リエッセ：ＫＫ－ＲＸ４ＪＦＥＡ、ＰＢ－ＲＸ６ＪＦＡＡ 

      ：三菱：ローザ ：ＴＰＧ－ＢＥ６４０Ｇ 

音声合成装置 クラリオン製 

バスロケーションシステム バスきたくまさん： 

（九州産交バス株式会社） 

ＧＴＦＳの有無 有（Googleへ申請済み） 

（２）運行概要 

・バス停留所及び時刻表 

バス停留所及び時刻表は別紙のとおり。 

 

４．仕様内容 

・本仕様書に記載する事項は必要最低限の機能であり、その他については契約 



金額の範囲内において提案事項とする。また、標準的なバス情報フォーマット

であるＧＴＦＳリアルタイム形式の対応実績があること。 

・納入及び設置については、発注者と協議のうえ決定する。 

 

５．委託内容 

（１）車載装置 

・設置台数は、通常運行車及び予備車を含め７台とする。 

・車内設置可能であり、コミュニティバスの運行に支障をきたさない大きさで 

 あること。また、以下の項目については、株式会社アルネット製ＡＺ－１１ 

９若しくは同等以上の機能を有するものとする。 

・車載装置については、車載運用を前提とした専用機器であり、内部バッテ 

リーを搭載しない構成であること。また、汎用ＯＳを搭載しない専用制御方 

式とし、車両起動時に自動的に起動するなど、高い安定性及び保守性を有す 

ること。 

・車載装置は、内部バッテリーに依存しない構成とし、バッテリー劣化に伴う 

定期交換作業を前提としないこと。 

・ＧＰＳについては、相対測位が可能など、高精度（５ｍ程度）の測位方式を 

 採用すること。 

・バス停留所の通過判定は、ＧＰＳ情報および交番表情報により行い、バス停 

 留所の到着・出発判定を行うこと。なお、運行系統の判定については、ＧＰ 

Ｓ情報、交番表情報との連動等により、自動的に判定可能であることを基本 

とする。また、運行前に路線設定等の操作が必要な場合は、安全運行に支障 

がない仕様とし、運転手に過度な操作負荷を与えないこと。 

・車速パルス信号をリアルタイムに送信する機能を有すること。 

・特に重視することとして、車両の運行系統割り当て作業やシステム起動等に 

 ついて、運転手による操作・調整等を必要としないこと。すなわち、車両起 

動と同時にシステムが起動し、既設の音声合成装置と連動して自動的に系統 

や便を割り当てるシステムであること。 

（２）バス乗降センサーシステム 

・設置台数は、通常運行車及び予備車を含め７台とする。 

・乗降人数カウントは、ドア開閉と連動するシステムとすること。 

・各バス停留所にてコミュニティバスを利用した乗降人数をカウントし、運行 

管理システムへ反映すること。 

・乗降人数センサーのカメラは画像処理方式とし、安定的に９５％以上の精度 



 を目指すこと。 

・回送等、乗客利用のない運行情報は自動的に除外すること。 

（３）運行管理システム 

・収集した情報をもとに、バス停留所ごとの乗降者数等を確認・分析できるシ 

 ステムであること。 

・当該システムはＷＥＢ上で閲覧可能であること。 

・取得した乗降データは可視化でき、ＥＸＣＥＬ又はＣＳＶデータ等に出力で 

きること。 

・１か月単位の実績データを一括ダウンロードし、Excel等の外部ソフトウェア 

で分析可能なレポート形式にて出力できること。 

・出力データには、遅延時間（計画時刻と実績時刻との差分）を含めることが 

できること。 

・標準帳票形式に加え、集計項目の組み換え、並び順の変更（昇順・降順）な 

どを行った状態での出力にも対応すること。 

・乗降データは、データの中から着目したい項目（路線別、便別、停留所別、 

期間別（平日／休日等））のみを抽出して表を出力する仕組みがあること。 

・ダイヤ改正、バス停留所の増減及びバスルートの変更があった場合は、月額 

保守費用の範囲内でシステムの修正対応を行うこと。なお、修正に必要な情 

報は、修正日の１０営業日前までに、受託者指定の様式により市から提供す 

るものとする。 

・システムは、以下の集計機能を有すること。 

ア 路線（系統）別集計 

指定した路線（系統）の乗降数について、月別、週別、平日／休日

別、曜日別及び日別に集計できること。 

イ 便別集計 

各便における停留所別の乗降数及び計画時刻・実績時刻を集計できる 

こと。 

ウ 停留所別集計 

停留所ごとの乗降数について、月別、週別、平日／休日別、曜日別及 

び日別に集計できること。 

・時間区分による集計及び抽出については、以下に対応すること。 

ア 月単位集計 

各月単位での乗降者数を出力可能であること。 

イ 週単位集計 

月曜日から日曜日までを１週間として集計可能であること。 



ウ 平日／休日別集計 

平日（月～金、祝日除く）及び休日（土日祝日）ごとに集計可能であ 

ること。なお、年末年始等の特別運行日は休日設定可能であること。 

エ 曜日別集計 

曜日単位で集計可能であり、特定曜日のみ抽出可能であること。 

オ 日単位集計 

日別の乗降者数を出力可能であること。 

・便ごと・停留所ごとに、計画時刻と実績時刻の差分から遅延時間を計算し、 

それをグラフ化する等により、遅延状況・遅延発生箇所を視覚的に把握でき 

る機能を有すること。 

・便ごとに、最大遅延時間、最小遅延時間及び平均遅延時間を表示可能である 

 こと。 

・実測値との乖離により明らかな誤差がある場合、システムが自動的に整合性 

を取るための処理を行うこと。 

・不具合時の連絡及び操作方法等の問い合わせなどを受けるサポート窓口を設 

置すること。 

・サービスの改訂・改良版をリリースした場合は、当該版を無償で提供するこ 

と。 

 

６．必要な提出書類 

契約後速やかに以下の書類を市に提出すること。また、作業に当たっては、受

託者は事前に市に対してその内容及び日程について通知すること。なお、コミュ

ニティバス車両の買い替えにより機器の設置が新たに生じた場合は、その都度提

出すること。また、作業完了後は、報告書を速やかに提出し、市の確認を得るこ

と。 

・着手届、業務計画書、工程表 

・担当技術者通知書 

・操作マニュアル及びシステム構成資料 

・システム管理者向け説明資料 

・データ出力仕様書 

・完了届、履行報告書 

 

７．その他 

・本業務で作成されたドキュメント、データに関する著作権については、原則 

として市に帰属する。 



・本仕様書に基づく作業に関し、第三者との間に著作権に係る権利侵害におい 

て紛争等が生じた場合は、当該紛争の原因が市の責めに帰す場合を除き、受 

託者の責任、負担において一切を処理すること。 

・本業務の遂行にあたり、受託者が業務上知り得た事項を第三者に漏洩しない 

よう十分注意すること。 

・受託者の責めに帰すべき事由において、市又は第三者に損害を与えた場合 

は、受託者がその損害を賠償すること。 

・本仕様書において明示なき事項又は疑義が生じた場合、その都度受託者と協 

議するものとする。 

・受託者は、本業務を第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。た 

だし、あらかじめ市の承認を受けた場合には、業務の一部を委託することが 

できる。 

 

 

 





http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=7486&m=db









